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第１節 計画の推進体制 
 

 環境づくりの目標像の実現に向けて、計画に基づく各施策・取り組みを町⺠・事業者・行政の
各主体がそれぞれの役割と連携・協働のもとに推進します。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〇「府中町環境の保全及び創造に関する基本条例」第 22 条に基づき、設置される町の付属機関であり、 
 学識経験者・町⺠や事業者の代表・関係行政機関職員で構成される。 
〇環境基本計画の策定に際し、その内容を審議し、答申を行う。 
〇計画の進捗に対し、施策の実施状況や目標の達成状況など年次報告の内容を確認し、意見を述べる。 
 

町 民 事業者 

府中町環境審議会 

代表・共有 代表・共有 

諮問・報告 

連携・協働 連携・協働 

 

環境対策本部会議 

〇計画策定の各段階における意思決定 
〇計画に基づく政策の推進に関する決定 
〇環境関連施策の調整・協議・決定 

 

各 部 局 事務局（環境課） 

〇計画に基づく事業・取り組みの実施 
〇進捗状況の報告 
 

〇計画の進捗状況の把握・進行管理 
〇目標の達成状況の評価 
〇状況に応じた見直し 

府中町 

連携・協働 

答申・提言 
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第２節 計画の進行管理 
 

 計画の進行管理は、PDCA サイクルによる継続的な推進と改善を図ります。 
 町は、毎年、施策や取り組みの実施状況や目標指標の達成状況について、点検・評価を行い、
年次報告書を作成します。 
 作成した年次報告書は、府中町環境審議会に報告の上、町⺠・事業者にも公表します。 
 年次報告書に対する府中町環境審議会からの提⾔や町⺠・事業者から寄せられた意見を踏まえ、
必要に応じて施策や事業の見直しを行います。 
 
 

第２次環境基本計画 

（Plan） 

施策・取り組みの実施 

（Do） 

進捗状況の点検・評価 

年次報告書の作成・公表 

（Check） 

施策・取り組みの見直し 

（Action） 

・環境づくりの目標像、基本方針、環境施策の方向性の策定 

・町⺠・事業者に期待される取り組みの設定 

・施策の方向性を踏まえた取り組みの実施 

・町⺠・事業者の取り組みとの連携・協働 

【点検・評価】 

・施策や取り組みの実施状況及び進捗の点検・評価 

・目標指標の達成状況の評価 

【年次報告書の作成・公表】 

・年次報告書の作成 

・環境審議会への報告および町⺠や事業者への公表 

・環境審議会からの提⾔、町⺠・事業者からの意見を反映した 

 施策や取り組みの見直し 

施
策
・取
り
組
み
へ
の
反
映 


